
  
       

 

県では、季節性インフルエンザの流行期に備え、発熱患者等がかかりつけ医等

の地域の医療機関に直接電話相談の上、診療・検査を受けられる体制整備を進め

ています。 

 

                                        
・ 新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある方は、保健所に設置した
「有症状者相談窓口」に相談の上、「帰国者・接触者外来」等を受診

し、検査を受ける。 

 

 

 

・ 発熱等の症状が生じた場合には、まずは、電話でかかりつけ医等
身近な医療機関に相談する。 

・ かかりつけ医等を持たない方や、土日祝日や夜間など、相談先に迷っ
た場合は、「受診・相談センター」（保健所）へ電話相談する。 

・ 電話で案内された医療機関に電話連絡し、医療機関の指示に従って受
診する。（患者等の外来診療フロー図は、別添１のとおり。） 

 

 この度、長野県では、季節性インフルエンザの流行期に備え、発熱患者
等がかかりつけ医等の地域の医療機関に直接電話相談の上、診療・検査

を受けられる体制を整えるため、長野県医師会及び郡市医師会等の協力

の下、「診療・検査医療機関」を指定しました。 
 また、かかりつけ医を持たず、受診先に迷う方に、医療機関を案内する
電話相談窓口として「受診・相談センター」を保健所に設置いたしまし

た。 
長野県（健康福祉部）プレスリリース   令和２年（2020 年）11 月 10 日   11 月 17 日（火）以降、発熱等の症状がある方は、まずは、 

電話でかかりつけ医等地域の身近な医療機関にご相談の上

受診してください 
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